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2019.5 月号 

法整備も間近！企業のパワハラの実態は？ 

 

◆パワハラ法整備へ 

昨今、マスコミでも大きなニュースとして取り上げられることが多い職場の 

「パワハラ」問題。パワハラ防止は、働き方改革の施策においても喫緊の課題として示され、 

今国会でも、パワハラに関する法整備を含めた改正案が議題に上がっています。 

 

◆ミドルの８割以上がパワハラを受けたことがある 

エン・ジャパン株式会社が、転職サイト『ミドルの転職』上で 35 歳以上のユーザーを対象に実施し

た「パワーハラスメント」に関するアンケートによると（回答：2,911 名、調査期間：2018 年 12 月 28

日 ～ 2019年 1月 31日）、「パワハラを受けたことがある」との回答が８割にも上っているそうです。

実際にパワハラに当たるか否かの判断は難しいところですし、程度も様々であると考えられますが、「パ

ワハラを受けた」と認識している人が８割もいるというのは見逃せない数字でしょう。 

 

◆「精神的な攻撃」、「被害を受けた相手は同性・年上の社員」が最多 

同調査では、パワハラ被害の内容としては、「精神的な攻撃（公の場での叱責、侮辱、脅迫）」（66％）

が最多となっており、次いで「過大な要求（不要・不可能な業務の強制、仕事の妨害）」、「人間関係

からの切り離し（隔離、無視、仲間はずれ）」が続いています。また、被害を受けた相手として最も多

かったのは「同性・年上の社員」（75％）で、男女別では、女性は男性に比べ、「異性・年上の社員」

（40％）が多く挙がっています。 

 

◆より一層求められる企業対策 

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメントが、企業・団体の担当者にハラスメントに対する取組

みについて実施した調査によると、パワハラにおける対策を「実施している」との回答は全体の８割弱

となっています。しかし、企業規模別の差は大きく、50人未満の企業についていえば、７割近くが「実

施していない」と答えています。パワハラ被害を受けた場合、解決策として「退職」を選ぶ人が多いそ

うです。人手不足の状況が続く中、離職者が増えることは企業にとって大きなリスクとなります。今後

は、企業にも一層の対策が求められてくることでしょう。 

【ミドルに聞く「パワハラ」実態調査～エン・ジャパン】 

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/16367.html 
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労務の基礎知識 

◆あなたの周りにありませんか？パワハラ６類型を知ろう！ 

 パワーハラスメント（パワハラ）に関する法整備化の流れが本格化しそうです。これだけ社会的に関

心が高まっている中、もう知らないではすまされません。パワハラに対して正しい知識を持ち、パワハ

ラを予防・防止していく職場環境づくりが必須です。まずは、どういう場合が「パワハラ」になるのか、

典型例を具体的におさえましょう。 

パワハラ６類型 

       

  【身体的な攻撃】      【精神的な攻撃】     【人間関係からの切り離し】 

 ・叩く、蹴るなど体に危害を  ・同僚の目の前で叱責される  ・１人だけ別室に席をうつされる 

  加えるもの         ・必要以上に長時間にわたり、 ・強制的に自宅待機を命じられる 

                 繰り返し執拗に叱る     ・送別会に出席させない 

 

       

  【過大な要求】       【過少な要求】       【個の侵害】 

 ・遂行不可能な業務を     ・業務上の合理性なく能力や   ・個人のプライバシーを 

  おしつける          経験とかけ離れた程度の低い   侵害する 

 ・能力や経験を超える無理な   仕事を命じる         ・交際相手について執拗に 

  指示で他の社員より著しく   （草むしり・倉庫番など）    問われる 

  多い仕事を与える      ・仕事を与えない        ・携帯や私物を覗き見される 

 

 上記６類型は、全てのパワハラに当たりうる行為を網羅しているわけではございません。パワハラが

起きない職場を作っていくためにも常に「これはパワハラにあたるのか？」意識しながら行動していく

ことが必要です。 

＜厚生労働省ホームページ：あかるい職場応援団サイトより＞ 


